
 

第１章   総    則 

 

（目的） 

第１条  本大学は民主主義の精神に基づき，栄誉ある学芸の殿堂としてひろく世界の文化を摂取し，知識

の深奥を究め，もって真理と平和とを愛し，公共の福祉に献身する教養ある社会人を育成することを目

的とする。 

２ 学部学科ごとの人材の育成に関する目的及びその他の教育研究上の目的を別表(11)の通り定める。 

（教育研究活動等の情報の公表） 

第１条の２ 本大学は，法令に基づき，教育研究活動等の状況についての情報を積極的に公表する。 

（学部等） 

第２条  本大学に法学部，文学部，経済学部，社会学部，経営学部，国際文化学部，人間環境学部，現代

福祉学部，情報科学部，キャリアデザイン学部，デザイン工学部，理工学部，生命科学部，グローバル

教養学部及びスポーツ健康学部を置く。 

２  本大学に教育開発支援機構を置く。但し，教育開発支援機構については別に定める。 

３ 本大学にグローバル教育センターを置く。但し，グローバル教育センターについては別に定める。 

（学科及び入学定員等） 

第３条  本大学の学部に次の学科を置く。 

法学部 法律学科，政治学科，国際政治学科 

文学部 哲学科，日本文学科，英文学科，史学科，地理学科，心理学科 

経済学部 経済学科，国際経済学科，現代ビジネス学科 

社会学部 社会政策科学科，社会学科，メディア社会学科 

経営学部 経営学科，経営戦略学科，市場経営学科 

国際文化学部 国際文化学科 

人間環境学部 人間環境学科 

現代福祉学部 福祉コミュニティ学科，臨床心理学科 

情報科学部 コンピュータ科学科，ディジタルメディア学科 

キャリアデザイン学部 キャリアデザイン学科 

デザイン工学部 建築学科，都市環境デザイン工学科，システムデザイン学科 

理工学部 機械工学科，電気電子工学科，応用情報工学科，経営システム工学科，

創生科学科 

生命科学部 生命機能学科，環境応用化学科，応用植物科学科 

グローバル教養学部 グローバル教養学科 

スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 

２  文学部日本文学科，人間環境学部及びキャリアデザイン学部は昼夜開講制とする。 

３  本大学の学部にスポーツ・サイエンス・インスティテュート（以下ＳＳＩという。）を置く。 

４ （削除） 

資料－（1）



 

５  法学部，文学部，経済学部に通信教育課程を置き，通信教育部と称する。但し，通信教育部に関する

学則は別に定める。 

６ 本大学の学生定員は，次の通りとする。 

学部・学科 入学定員 
編入学定員 

収容定員 
3年次 

法学部 804  3,216

 法律学科 483  1,932

 政治学科 172  688

 国際政治学科 149  596

文学部 655  2,620

 哲学科 77  308

 日本文学科 187  748

 英文学科 126  504

 史学科 100  400

 地理学科 99  396

 心理学科 66  264

経済学部 876  3,504

 経済学科 482  1,928

 国際経済学科 244  976

 現代ビジネス学科 150  600

社会学部 742  2,968

 社会政策科学科 216  864

 社会学科 316  1,264

 メディア社会学科 210  840

経営学部 761  3,044

 経営学科 316  1,264

 経営戦略学科 232  928

 市場経営学科 213  852

国際文化学部 249  996

 国際文化学科 249  996

人間環境学部 333  1,332

 人間環境学科 333  1,332

現代福祉学部 231  924

 福祉コミュニティ学科 147  588

 臨床心理学科 84  336

 

情報科学部 156  624

 コンピュータ科学科 78  312

 ディジタルメディア学科 78  312

キャリアデザイン学部 294  1,176

 キャリアデザイン学科 294  1,176

デザイン工学部 292  1,168

 建築学科 132  528

 都市環境デザイン工学科 80  320

 システムデザイン学科 80  320

理工学部 553  2,212

 機械工学科 143  572

 電気電子工学科 110  440

 応用情報工学科 110  440

 経営システム工学科 80  320

 創生科学科 110  440

生命科学部 230  920

 生命機能学科 72  288

 環境応用化学科 80  320

 応用植物科学科 78  312

グローバル教養学部 100  400

 グローバル教養学科 100  400

スポーツ健康学部 165  660

 スポーツ健康学科 165  660

計 6,441  25,764

（大学院及び専門職大学院） 

第４条 本大学に大学院及び専門職大学院を置く。但し，大学院及び専門職大学院に関する学則は別に定

める。 

（図書館及び教育研究施設） 

第５条 本大学に図書館，研究室，研究所及び他の附属施設を置く。但し，これらに関する規程は別に定

める。 

 

第２章    職 員 組 織 

 

（総長） 

第６条 本大学に総長を置く。 
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５  法学部，文学部，経済学部に通信教育課程を置き，通信教育部と称する。但し，通信教育部に関する

学則は別に定める。 

６ 本大学の学生定員は，次の通りとする。 

学部・学科 入学定員 
編入学定員 

収容定員 
3年次 

法学部 804  3,216

 法律学科 483  1,932

 政治学科 172  688

 国際政治学科 149  596

文学部 655  2,620

 哲学科 77  308

 日本文学科 187  748

 英文学科 126  504

 史学科 100  400

 地理学科 99  396

 心理学科 66  264

経済学部 876  3,504

 経済学科 482  1,928

 国際経済学科 244  976

 現代ビジネス学科 150  600

社会学部 742  2,968

 社会政策科学科 216  864

 社会学科 316  1,264

 メディア社会学科 210  840

経営学部 761  3,044

 経営学科 316  1,264

 経営戦略学科 232  928

 市場経営学科 213  852

国際文化学部 249  996

 国際文化学科 249  996

人間環境学部 333  1,332

 人間環境学科 333  1,332

現代福祉学部 231  924

 福祉コミュニティ学科 147  588

 臨床心理学科 84  336

 

情報科学部 156  624

 コンピュータ科学科 78  312

 ディジタルメディア学科 78  312

キャリアデザイン学部 294  1,176

 キャリアデザイン学科 294  1,176

デザイン工学部 292  1,168

 建築学科 132  528

 都市環境デザイン工学科 80  320

 システムデザイン学科 80  320

理工学部 553  2,212

 機械工学科 143  572

 電気電子工学科 110  440

 応用情報工学科 110  440

 経営システム工学科 80  320

 創生科学科 110  440

生命科学部 230  920

 生命機能学科 72  288

 環境応用化学科 80  320

 応用植物科学科 78  312

グローバル教養学部 100  400

 グローバル教養学科 100  400

スポーツ健康学部 165  660

 スポーツ健康学科 165  660

計 6,441  25,764

（大学院及び専門職大学院） 

第４条 本大学に大学院及び専門職大学院を置く。但し，大学院及び専門職大学院に関する学則は別に定

める。 

（図書館及び教育研究施設） 

第５条 本大学に図書館，研究室，研究所及び他の附属施設を置く。但し，これらに関する規程は別に定

める。 

 

第２章    職 員 組 織 

 

（総長） 

第６条 本大学に総長を置く。 
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２ 総長は，校務を掌り所属職員を統督する。 

（学部長） 

第７条 本大学の学部に学部長を置く。 

２ 学部長は，学部に関する校務を掌る。 

３ （削除） 

（教職員） 

第８条 本大学に教授，准教授，講師，助教，助手及びその他の職員を置く。但し，職員に関する規程は，

別に定める。 

（教授会の設置） 

第９条 本大学に教授会を置く。 

２ 教授会は，学部ごとに，その所属する教授及び准教授をもって組織する。但し，学部の定めるところ

により，専任講師，助教を加えることができる。 

３ 教授会に関する事項は，別に定める。 

（教授会） 

第10条 教授会は学部長が必要と認めたとき，又は教授会構成員の3分の1以上の要求があったとき，学部

長がこれを招集し，3分の2以上の出席をもって成立する。 

２ 教授会の議長は学部長とし，学部長に差支えがあるときは教授会の指名する教授がこれを代行する。 

３ 教授会は，次の事項を審議する。 

(1)学生の入学（転入学及び編入学含む），卒業に関する事項 

(2)学位の授与に関する事項 

(3)学部長の互選 

(4)教員の人事に関する事項 

(5)教育課程及び授業科目の編成に関する事項 

(6)授業科目その他の担当者に関する事項 

(7)入学試験に関する事項 

(8)授業科目試験に関する事項 

(9)学生の賞罰に関する事項 

(10)学籍に関する事項 

(11)名誉教授の推薦に関する事項 

(12)教授中より学校法人の役員の推薦に関する事項 

(13)その他，総長が必要と認める事項 

４ 教授会は，前項に規定するもののほか，総長及び学部長が掌る教育研究に関する事項について審議し，

及び総長の求めに応じ，意見を述べることができる。 

５ 第3項第10号により，教授会の審議を要する学籍に関する事項は，学生の進級，留級，転部，転科，転

専修，通教転籍，退学，除籍，復学，復籍，休学及び留学とする。なお，学籍の取扱については別に定

める。 

 

（学部長会議） 

第11条 総長は，各学部の共通事項を審議するため学部長会議を招集する。 

２ 学部長会議に関する事項は，別に定める。 

第12条 （削除） 

２ （削除） 

３ （削除） 

 

第３章    学    部 

 

第１節  修業年限及び在学年限 

 

（修業年限及び在学年限） 

第13条 本大学の修業年限は，4ヵ年とする。但し，学生は休学期間を除き，本大学に8ヵ年を超えて在学

することはできない。 

２ 春学期在学し，秋学期に休学，退学及び除籍になった場合，あるいは秋学期に復学及び復籍した場合，

また，春学期に休学し，秋学期に在学した場合，当該年度の在学期間は0.5年として計算する。 

３  第31条及び第32条によって入学した者は，該当修業年限の2倍に相当する年数を超えて在学することは

できない。 

 

第２節  教 育 課 程 

 

（教育課程及び授業科目） 

第14条 学部は，教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し，体系的に教育課程を編成する。 

２ 学部，学科の授業科目は，第17条及び第17条の2に掲げる科目に分け，これを4ヵ年に配当して授業を

実施する。 

（英語による授業等により学位を取得することが可能な教育課程） 

第14条の２ 本大学の次の学部に英語による授業等により学位を取得することが可能な教育課程を置く。 

   経営学部経営学科グローバルビジネスプログラム（以下，ＧＢＰという。） 

   人間環境学部人間環境学科持続可能社会共創プログラム（以下，ＳＣＯＰＥという。） 

   経済学部経済学科グローバル経済学・社会科学インスティテュート（以下，ＩＧＥＳＳという。） 

（社会人のための教育課程） 

第14条の３ 本大学の次の学部に社会人のための教育課程を置く。 

   人間環境学部人間環境学科リフレッシュ・ステージ・プログラム（以下，ＲＳＰという。） 

（授業科目及び単位数） 

第15条 第14条に掲げる授業科目及び単位数は，別表(1)の通り定める。 

（総合科目） 

資料－（4）



 

２ 総長は，校務を掌り所属職員を統督する。 

（学部長） 

第７条 本大学の学部に学部長を置く。 

２ 学部長は，学部に関する校務を掌る。 

３ （削除） 

（教職員） 

第８条 本大学に教授，准教授，講師，助教，助手及びその他の職員を置く。但し，職員に関する規程は，

別に定める。 

（教授会の設置） 

第９条 本大学に教授会を置く。 

２ 教授会は，学部ごとに，その所属する教授及び准教授をもって組織する。但し，学部の定めるところ

により，専任講師，助教を加えることができる。 

３ 教授会に関する事項は，別に定める。 

（教授会） 

第10条 教授会は学部長が必要と認めたとき，又は教授会構成員の3分の1以上の要求があったとき，学部

長がこれを招集し，3分の2以上の出席をもって成立する。 

２ 教授会の議長は学部長とし，学部長に差支えがあるときは教授会の指名する教授がこれを代行する。 

３ 教授会は，次の事項を審議する。 

(1)学生の入学（転入学及び編入学含む），卒業に関する事項 

(2)学位の授与に関する事項 

(3)学部長の互選 

(4)教員の人事に関する事項 

(5)教育課程及び授業科目の編成に関する事項 

(6)授業科目その他の担当者に関する事項 

(7)入学試験に関する事項 

(8)授業科目試験に関する事項 

(9)学生の賞罰に関する事項 

(10)学籍に関する事項 

(11)名誉教授の推薦に関する事項 

(12)教授中より学校法人の役員の推薦に関する事項 

(13)その他，総長が必要と認める事項 

４ 教授会は，前項に規定するもののほか，総長及び学部長が掌る教育研究に関する事項について審議し，

及び総長の求めに応じ，意見を述べることができる。 

５ 第3項第10号により，教授会の審議を要する学籍に関する事項は，学生の進級，留級，転部，転科，転

専修，通教転籍，退学，除籍，復学，復籍，休学及び留学とする。なお，学籍の取扱については別に定

める。 

 

（学部長会議） 

第11条 総長は，各学部の共通事項を審議するため学部長会議を招集する。 

２ 学部長会議に関する事項は，別に定める。 

第12条 （削除） 

２ （削除） 

３ （削除） 

 

第３章    学    部 

 

第１節  修業年限及び在学年限 

 

（修業年限及び在学年限） 

第13条 本大学の修業年限は，4ヵ年とする。但し，学生は休学期間を除き，本大学に8ヵ年を超えて在学

することはできない。 

２ 春学期在学し，秋学期に休学，退学及び除籍になった場合，あるいは秋学期に復学及び復籍した場合，

また，春学期に休学し，秋学期に在学した場合，当該年度の在学期間は0.5年として計算する。 

３  第31条及び第32条によって入学した者は，該当修業年限の2倍に相当する年数を超えて在学することは

できない。 

 

第２節  教 育 課 程 

 

（教育課程及び授業科目） 

第14条 学部は，教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し，体系的に教育課程を編成する。 

２ 学部，学科の授業科目は，第17条及び第17条の2に掲げる科目に分け，これを4ヵ年に配当して授業を

実施する。 

（英語による授業等により学位を取得することが可能な教育課程） 

第14条の２ 本大学の次の学部に英語による授業等により学位を取得することが可能な教育課程を置く。 

   経営学部経営学科グローバルビジネスプログラム（以下，ＧＢＰという。） 

   人間環境学部人間環境学科持続可能社会共創プログラム（以下，ＳＣＯＰＥという。） 

   経済学部経済学科グローバル経済学・社会科学インスティテュート（以下，ＩＧＥＳＳという。） 

（社会人のための教育課程） 

第14条の３ 本大学の次の学部に社会人のための教育課程を置く。 

   人間環境学部人間環境学科リフレッシュ・ステージ・プログラム（以下，ＲＳＰという。） 

（授業科目及び単位数） 

第15条 第14条に掲げる授業科目及び単位数は，別表(1)の通り定める。 

（総合科目） 

資料－（5）



 

第15条の２ 別表(1)に掲げる総合科目は，専門教育科目の卒業所要単位に充てることができる。この場合

の授業科目及び単位数は別に定める。 

第16条 (削除) 

（卒業所要単位） 

第17条 法学部の卒業所要単位数は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

     基礎科目           44単位以上 

        専門教育科目      88単位以上 

1-2 （削除） 

２ 文学部の卒業所要単位数は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

        基礎科目         44単位以上 

        専門教育科目      88単位以上 

3-1 経営学部の卒業所要単位数は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

     基礎科目        44単位以上 

     連環科目                 4単位以上20単位以下 

     専門教育科目      68単位以上 

3-2 経営学部ＧＢＰの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。但し，連環

科目については，20単位まで卒業所要単位として認める。 

        基礎科目         36単位以上 

        連環科目         20単位以下 

        専門教育科目       68単位以上 

４ 国際文化学部の卒業所要単位は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。但し，学部専門科

目と自由科目を合計して86単位以上修得しなければならない。 

        基礎科目            46単位以上 

        学部専門科目            66単位以上 

        自由科目                20単位以下 

5-1 人間環境学部の卒業所要単位数は130単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

        基礎科目             40単位以上 

        リテラシー科目           6単位以上 

        展開科目                84単位以上 

5-2 人間環境学部ＳＣＯＰＥの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

基礎科目        31単位以上 

展開科目        40単位以上 

5-3 人間環境学部ＲＳＰの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

基礎科目        36単位以上 

展開科目        88単位以上 

６ キャリアデザイン学部の卒業所要単位は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

 

        基礎科目             36単位以上 

        基幹科目                20単位以上 

                    （但し，「発達・教育キャリア」「ビジネスキャリア」「ライ

フキャリア」から選択した一つの領域で6単位以上） 

        展開科目          52単位以上 

（但し，基幹科目で選択した領域と同様の領域で36単位以上） 

7-1  経済学部経済学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。但し，外

国語科目と保健体育科目と総合教育科目と専門教育科目を合計して120単位以上修得しなければならな

い。 

        基礎教育科目      4単位 

        外国語科目          12単位 

        保健体育科目      2単位以上 

        総合教育科目     26単位以上 

        専門教育科目     76単位以上 

7-2  経済学部国際経済学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。但し，

外国語科目と保健体育科目と総合教育科目と専門教育科目を合計して120単位以上修得しなければなら

ない。 

        基礎教育科目      4単位 

        外国語科目              20単位 

        保健体育科目      2単位以上 

        総合教育科目     24単位以上 

        専門教育科目     70単位以上 

7-3  経済学部現代ビジネス学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。

但し，外国語科目と保健体育科目と総合教育科目と専門教育科目を合計して120単位以上修得しなければ

ならない。 

        基礎教育科目      4単位 

        外国語科目              12単位 

        保健体育科目      2単位以上 

        総合教育科目     22単位以上 

        専門教育科目     80単位以上 

7-4 経済学部ＩＧＥＳＳの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。但し，

人文分野，社会分野，自然分野，言語教育分野，情報学分野，キャリア分野，保健体育分野を合計して1

2単位以上修得しなければならない。 

        総合教育科目     40単位以上 

        専門科目          80単位以上 

8-1 社会学部社会政策科学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 
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第15条の２ 別表(1)に掲げる総合科目は，専門教育科目の卒業所要単位に充てることができる。この場合

の授業科目及び単位数は別に定める。 

第16条 (削除) 

（卒業所要単位） 

第17条 法学部の卒業所要単位数は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

     基礎科目           44単位以上 

        専門教育科目      88単位以上 

1-2 （削除） 

２ 文学部の卒業所要単位数は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

        基礎科目         44単位以上 

        専門教育科目      88単位以上 

3-1 経営学部の卒業所要単位数は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

     基礎科目        44単位以上 

     連環科目                 4単位以上20単位以下 

     専門教育科目      68単位以上 

3-2 経営学部ＧＢＰの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。但し，連環

科目については，20単位まで卒業所要単位として認める。 

        基礎科目         36単位以上 

        連環科目         20単位以下 

        専門教育科目       68単位以上 

４ 国際文化学部の卒業所要単位は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。但し，学部専門科

目と自由科目を合計して86単位以上修得しなければならない。 

        基礎科目            46単位以上 

        学部専門科目            66単位以上 

        自由科目                20単位以下 

5-1 人間環境学部の卒業所要単位数は130単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

        基礎科目             40単位以上 

        リテラシー科目           6単位以上 

        展開科目                84単位以上 

5-2 人間環境学部ＳＣＯＰＥの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

基礎科目        31単位以上 

展開科目        40単位以上 

5-3 人間環境学部ＲＳＰの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

基礎科目        36単位以上 

展開科目        88単位以上 

６ キャリアデザイン学部の卒業所要単位は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

 

        基礎科目             36単位以上 

        基幹科目                20単位以上 

                    （但し，「発達・教育キャリア」「ビジネスキャリア」「ライ

フキャリア」から選択した一つの領域で6単位以上） 

        展開科目          52単位以上 

（但し，基幹科目で選択した領域と同様の領域で36単位以上） 

7-1  経済学部経済学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。但し，外

国語科目と保健体育科目と総合教育科目と専門教育科目を合計して120単位以上修得しなければならな

い。 

        基礎教育科目      4単位 

        外国語科目          12単位 

        保健体育科目      2単位以上 

        総合教育科目     26単位以上 

        専門教育科目     76単位以上 

7-2  経済学部国際経済学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。但し，

外国語科目と保健体育科目と総合教育科目と専門教育科目を合計して120単位以上修得しなければなら

ない。 

        基礎教育科目      4単位 

        外国語科目              20単位 

        保健体育科目      2単位以上 

        総合教育科目     24単位以上 

        専門教育科目     70単位以上 

7-3  経済学部現代ビジネス学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。

但し，外国語科目と保健体育科目と総合教育科目と専門教育科目を合計して120単位以上修得しなければ

ならない。 

        基礎教育科目      4単位 

        外国語科目              12単位 

        保健体育科目      2単位以上 

        総合教育科目     22単位以上 

        専門教育科目     80単位以上 

7-4 経済学部ＩＧＥＳＳの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。但し，

人文分野，社会分野，自然分野，言語教育分野，情報学分野，キャリア分野，保健体育分野を合計して1

2単位以上修得しなければならない。 

        総合教育科目     40単位以上 

        専門科目          80単位以上 

8-1 社会学部社会政策科学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 
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        総合科目            30単位以上 

        学科専門科目           74単位以上 

        自由選択科目     20単位以上 

8-2 社会学部社会学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

        総合科目            30単位以上 

        学科専門科目           74単位以上 

                   （但し，「国際・社会コース」選択者は62単位以上） 

        外国語教育プログラム    12単位以上 

                   （但し，「国際・社会コース」選択者のみに適用） 

        自由選択科目     20単位以上 

8-3 社会学部メディア社会学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

        総合科目            30単位以上 

        学科専門科目           74単位以上 

        自由選択科目     20単位以上 

９  （削除） 

10  現代福祉学部の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

        総合教育科目     30単位以上 

        専門教育科目     80単位以上 

11-1 情報科学部コンピュータ科学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとす

る。 

英語科目       10単位 

教養科目       10単位 

     科学基礎科目     9単位以上 

        専門科目             74単位以上 

11-2 情報科学部ディジタルメディア学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通り

とする。 

英語科目       10単位 

教養科目        10単位 

     科学基礎科目           13単位以上 

        専門科目               72単位以上 

12-1 デザイン工学部建築学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

         外国語科目              8単位 

        基盤科目        8単位 

        専門科目     64単位以上 

12-2 デザイン工学部都市環境デザイン工学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の

通りとする。 

 

        外国語科目               8単位 

        基盤科目        40単位以上 

        専門科目    76単位以上 

12-3 デザイン工学部システムデザイン学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通

りとする。 

       外国語科目       8単位 

        基盤科目        25単位以上 

        専門科目    80単位以上 

13-1  理工学部機械工学科，電気電子工学科，応用情報工学科，経営システム工学科の卒業所要単位数は1

24単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

英語科目        8単位以上 

教養科目       12単位以上 

理系教養科目     12単位以上 

専門教育科目     80単位以上 

公開選択科目     12単位以下 

13-2  理工学部創生科学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

英語・選択語学系    18単位以上 

教養科目        12単位以上 

理系教養科目      12単位以上 

専門教育科目       62単位以上 

公開選択科目      12単位以下 

14 生命科学部の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。但し，卒業所要単

位としては，英語科目，教養科目，理系教養科目合わせて44単位まで，専門教育科目92単位,自由選択科

目12単位まで認める。 

英語科目             8単位以上 

教養科目及び理系教養科目    24単位以上 

専門教育科目          80単位以上 

自由選択科目          12単位以下 

15 グローバル教養学部の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

総合科目       16単位以上 

入門科目       22単位以上 

中級科目       40単位以上 

上級科目・演習科目  32単位以上 

16 スポーツ健康学部の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

総合教育科目     28単位以上 

専門教育科目     84単位以上 
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        総合科目            30単位以上 

        学科専門科目           74単位以上 

        自由選択科目     20単位以上 

8-2 社会学部社会学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

        総合科目            30単位以上 

        学科専門科目           74単位以上 

                   （但し，「国際・社会コース」選択者は62単位以上） 

        外国語教育プログラム    12単位以上 

                   （但し，「国際・社会コース」選択者のみに適用） 

        自由選択科目     20単位以上 

8-3 社会学部メディア社会学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

        総合科目            30単位以上 

        学科専門科目           74単位以上 

        自由選択科目     20単位以上 

９  （削除） 

10  現代福祉学部の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

        総合教育科目     30単位以上 

        専門教育科目     80単位以上 

11-1 情報科学部コンピュータ科学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとす

る。 

英語科目       10単位 

教養科目       10単位 

     科学基礎科目     9単位以上 

        専門科目             74単位以上 

11-2 情報科学部ディジタルメディア学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通り

とする。 

英語科目       10単位 

教養科目        10単位 

     科学基礎科目           13単位以上 

        専門科目               72単位以上 

12-1 デザイン工学部建築学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

         外国語科目              8単位 

        基盤科目        8単位 

        専門科目     64単位以上 

12-2 デザイン工学部都市環境デザイン工学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の

通りとする。 

 

        外国語科目               8単位 

        基盤科目        40単位以上 

        専門科目    76単位以上 

12-3 デザイン工学部システムデザイン学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通

りとする。 

       外国語科目       8単位 

        基盤科目        25単位以上 

        専門科目    80単位以上 

13-1  理工学部機械工学科，電気電子工学科，応用情報工学科，経営システム工学科の卒業所要単位数は1

24単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

英語科目        8単位以上 

教養科目       12単位以上 

理系教養科目     12単位以上 

専門教育科目     80単位以上 

公開選択科目     12単位以下 

13-2  理工学部創生科学科の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

英語・選択語学系    18単位以上 

教養科目        12単位以上 

理系教養科目      12単位以上 

専門教育科目       62単位以上 

公開選択科目      12単位以下 

14 生命科学部の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。但し，卒業所要単

位としては，英語科目，教養科目，理系教養科目合わせて44単位まで，専門教育科目92単位,自由選択科

目12単位まで認める。 

英語科目             8単位以上 

教養科目及び理系教養科目    24単位以上 

専門教育科目          80単位以上 

自由選択科目          12単位以下 

15 グローバル教養学部の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

総合科目       16単位以上 

入門科目       22単位以上 

中級科目       40単位以上 

上級科目・演習科目  32単位以上 

16 スポーツ健康学部の卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

総合教育科目     28単位以上 

専門教育科目     84単位以上 
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（ＳＳＩ卒業所要単位） 

第17条の２  法学部ＳＳＩの卒業所要単位数は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

基礎科目              24単位以上 

ＳＳＩ科目          44単位以上 

専門教育科目         56単位以上 

２  文学部ＳＳＩの卒業所要単位数は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

基礎科目              24単位以上 

ＳＳＩ科目          44単位以上 

専門教育科目         56単位以上 

３  経営学部ＳＳＩの卒業所要単位数は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

基礎科目               24単位以上 

ＳＳＩ科目          44単位以上 

連環科目                4単位以上8単位以下 

専門教育科目         48単位以上 

４  国際文化学部ＳＳＩの卒業所要単位数は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。但し，学

部専門科目と自由科目を合計して62単位以上修得しなければならない。 

基礎科目              26単位以上 

ＳＳＩ科目          44単位以上 

学部専門科目         38単位以上 

自由科目           18単位以上 

５  人間環境学部ＳＳＩの卒業所要単位数は130単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

基礎科目             24単位以上 

ＳＳＩ科目         44単位以上 

リテラシー科目        6単位以上 

展開科目          56単位以上 

６  キャリアデザイン学部ＳＳＩの卒業所要単位数は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

基礎科目             24単位以上 

ＳＳＩ科目         44単位以上 

専門教育科目        56単位以上 

７  経済学部経済学科ＳＳＩ，現代ビジネス学科ＳＳＩの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単

位は次の通りとする。 

基礎教育科目          4単位 

外国語科目              6単位 

保健体育科目            2単位以上 

総合教育科目           14単位以上 

ＳＳＩ科目         44単位以上 

 

専門教育科目        54単位以上 

8-1 社会学部社会政策科学科ＳＳＩの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとす

る。 

       総合科目              30単位以上（ＳＳＩ基礎科目14単位を含む） 

       学科専門科目             74単位以上 

       自由選択科目             20単位以上 

       （学科専門科目，自由選択科目をあわせてＳＳＩ専門科目30単位以上を含む） 

8-2 社会学部社会学科ＳＳＩの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

        総合科目            30単位以上（ＳＳＩ基礎科目14単位を含む） 

        学科専門科目           74単位以上 

                   （但し，「国際・社会コース」選択者は62単位以上） 

        外国語教育プログラム    12単位以上 

                   （但し，「国際・社会コース」選択者のみに適用） 

        自由選択科目     20単位以上 

       （学科専門科目，自由選択科目をあわせてＳＳＩ専門科目30単位以上を含む） 

8-3 社会学部メディア社会学科ＳＳＩの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りと

する。 

       総合科目              30単位以上（ＳＳＩ基礎科目14単位を含む） 

       学科専門科目             74単位以上 

       自由選択科目             20単位以上 

       （学科専門科目，自由選択科目をあわせてＳＳＩ専門科目30単位以上を含む） 

９  現代福祉学部ＳＳＩの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

総合教育科目       30単位以上 

ＳＳＩ科目        44単位以上 

専門教育科目       50単位以上 

10 デザイン工学部システムデザイン学科ＳＳＩの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次

の通りとする。  

       外国語科目             4単位以上 

       基盤科目              14単位以上 

       ＳＳＩ科目       44単位以上 

       専門科目    56単位以上 

11 （削除） 

第17条の３ （削除） 

（他学部公開科目及び他学科開設科目の履修） 

第18条 （削除） 

２  他の学部及び学科に属する授業科目を選択科目又は自由科目として充てることができる。この場合の

資料－（10）



 

（ＳＳＩ卒業所要単位） 

第17条の２  法学部ＳＳＩの卒業所要単位数は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

基礎科目              24単位以上 

ＳＳＩ科目          44単位以上 

専門教育科目         56単位以上 

２  文学部ＳＳＩの卒業所要単位数は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

基礎科目              24単位以上 

ＳＳＩ科目          44単位以上 

専門教育科目         56単位以上 

３  経営学部ＳＳＩの卒業所要単位数は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

基礎科目               24単位以上 

ＳＳＩ科目          44単位以上 

連環科目                4単位以上8単位以下 

専門教育科目         48単位以上 

４  国際文化学部ＳＳＩの卒業所要単位数は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。但し，学

部専門科目と自由科目を合計して62単位以上修得しなければならない。 

基礎科目              26単位以上 

ＳＳＩ科目          44単位以上 

学部専門科目         38単位以上 

自由科目           18単位以上 

５  人間環境学部ＳＳＩの卒業所要単位数は130単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

基礎科目             24単位以上 

ＳＳＩ科目         44単位以上 

リテラシー科目        6単位以上 

展開科目          56単位以上 

６  キャリアデザイン学部ＳＳＩの卒業所要単位数は132単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

基礎科目             24単位以上 

ＳＳＩ科目         44単位以上 

専門教育科目        56単位以上 

７  経済学部経済学科ＳＳＩ，現代ビジネス学科ＳＳＩの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単

位は次の通りとする。 

基礎教育科目          4単位 

外国語科目              6単位 

保健体育科目            2単位以上 

総合教育科目           14単位以上 

ＳＳＩ科目         44単位以上 

 

専門教育科目        54単位以上 

8-1 社会学部社会政策科学科ＳＳＩの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとす

る。 

       総合科目              30単位以上（ＳＳＩ基礎科目14単位を含む） 

       学科専門科目             74単位以上 

       自由選択科目             20単位以上 

       （学科専門科目，自由選択科目をあわせてＳＳＩ専門科目30単位以上を含む） 

8-2 社会学部社会学科ＳＳＩの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

        総合科目            30単位以上（ＳＳＩ基礎科目14単位を含む） 

        学科専門科目           74単位以上 

                   （但し，「国際・社会コース」選択者は62単位以上） 

        外国語教育プログラム    12単位以上 

                   （但し，「国際・社会コース」選択者のみに適用） 

        自由選択科目     20単位以上 

       （学科専門科目，自由選択科目をあわせてＳＳＩ専門科目30単位以上を含む） 

8-3 社会学部メディア社会学科ＳＳＩの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りと

する。 

       総合科目              30単位以上（ＳＳＩ基礎科目14単位を含む） 

       学科専門科目             74単位以上 

       自由選択科目             20単位以上 

       （学科専門科目，自由選択科目をあわせてＳＳＩ専門科目30単位以上を含む） 

９  現代福祉学部ＳＳＩの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次の通りとする。 

総合教育科目       30単位以上 

ＳＳＩ科目        44単位以上 

専門教育科目       50単位以上 

10 デザイン工学部システムデザイン学科ＳＳＩの卒業所要単位数は124単位で，科目ごとの修得単位は次

の通りとする。  

       外国語科目             4単位以上 

       基盤科目              14単位以上 

       ＳＳＩ科目       44単位以上 

       専門科目    56単位以上 

11 （削除） 

第17条の３ （削除） 

（他学部公開科目及び他学科開設科目の履修） 

第18条 （削除） 

２  他の学部及び学科に属する授業科目を選択科目又は自由科目として充てることができる。この場合の
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授業科目及び単位数は別に定める。 

３ （削除） 

４ （削除）   

５ （削除） 

第18条の２ (削除) 

（大学院及び専門職大学院開設科目の履修） 

第18条の３ 大学院及び専門職大学院における授業科目を選択科目又は自由科目として充てることができ

る。この場合の授業科目および単位数は別に定める。 

第18条の４ （削除） 

第18条の５ （削除） 

（グローバル・オープン科目の履修） 

第18条の６ 本大学の学部にグローバル・オープン科目を置く。 

２ グローバル・オープン科目は，選択科目又は自由科目に充てることができる。この場合の授業科目お

よび単位数は別に定める。 

（グローバル教育センター設置科目の履修） 

第18条の７ 本大学の学部にグローバル教育センター設置科目を置く。 

２ 別表(1)に掲げるグローバル教育センター設置科目は，必修科目，選択科目又は自由科目に充てること

ができる。この場合の授業科目及び単位数は別に定める。 

（進級に関する規程） 

第19条 学生が各年次所定の授業科目を履修しない場合，又は所定の単位を修得しない場合は，別に定め

る規程により進級することができない。 

２ 進級は，前項と各年次における学修期間1年間を充たしている学生につき，学年度始めに認める。 

第20条 （削除） 

（通信教育課程との単位互換） 

第21条 通信教育課程の修得単位は，大学の通常課程における単位と互に転換することができる。 

２ 前項による場合は，当該学部長の許可を得なければならない。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第21条の２ 短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修につ

いては，教育上有益と認められる場合，教授会の議を経て，本大学における授業科目の履修と見なし卒

業所要単位として単位を与えることができる。与えることができる単位は，別表(10)の通りとする。 

（入学前既修得単位の認定） 

第21条の３ 本大学に入学する前に大学，短期大学，高等専門学校及び短期大学又は高等専門学校の専攻

科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修において履修した授業科目について修得した単位

を，教育上有益と認められる場合，教授会の議を経て，本大学における授業科目の履修により修得した

ものと見なし，転･編入学の場合を除き，卒業所要単位として認めることができる。認めることができる

単位は，別表(10)の通りとする。 

 

（他の大学等における履修単位の認定） 

第21条の４  大学の定めるところによる他の大学又は短期大学において修得した単位は，教授会の議を経

て，本大学における授業科目の履修により修得したものと見なし，卒業所要単位として認めることがで

きる。認めることができる単位は，別表(10)の通りとする。 

（多様なメディアを高度に利用した学修） 

第21条の５  文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を教

室以外の場所で履修することができる。この方法により与えることができる単位は，別表(10)の通りと

する。 

（履修科目登録） 

第22条 学生は，履修しようとする授業科目を毎年所定の期間内に届け出て承認を得なければならない。 

（履修科目の登録の上限） 

第22条の２ 学生が1年間に履修科目として登録できる単位数は，学部の定めるところによる。但し，第3

項及び第24条第1項に定める科目を除き，49単位以下とする（再履修単位を含む）。 

２ 学部は，その定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については，前項

に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

３ 第28条第1項第4号に規定する夏季，冬季及び春季休業日において実施される授業科目について，履修

科目として登録できる単位数は，別に学部の定めるところによる。 

（単位） 

第23条 各授業科目の単位数は，1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成すること

を標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，次

の基準により計算するものとする。 

  (1) 講義及び演習については，15時間から30時間までの範囲で学部の定める授業時間をもって1単位と

する。 

  (2) 実験，実習及び実技については，30時間から45時間までの範囲で学部の定める授業時間をもって1

単位とする。 

  (3) 第1号に規定する授業の方法と前号に規定する授業の方法のうち，二以上の方法の併用により行う

場合については，その組み合わせに応じ，前二号に規定する基準を考慮して学部が定める時間の授

業をもって1単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目については，これらに必要な

学修等を考慮して単位数を定める。 

（教職課程及び資格課程） 

第24条 中学校･高等学校教育職員，司書教諭，司書及び学芸員の資格を得ようとする者，ならびに社会教

育主事・社会教育士を志望する者は，学部学科の専門教育科目の他にそれぞれ定められた授業科目の単

位を修得しなければならない。 

２ 中学校･高等学校教育職員の資格を得るために必要な授業科目は，別表(3)の通りとする。 

３ 司書教諭の資格を得るために必要な授業科目は，別表(4)の通りとする。 
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授業科目及び単位数は別に定める。 

３ （削除） 

４ （削除）   

５ （削除） 

第18条の２ (削除) 

（大学院及び専門職大学院開設科目の履修） 

第18条の３ 大学院及び専門職大学院における授業科目を選択科目又は自由科目として充てることができ

る。この場合の授業科目および単位数は別に定める。 

第18条の４ （削除） 

第18条の５ （削除） 

（グローバル・オープン科目の履修） 

第18条の６ 本大学の学部にグローバル・オープン科目を置く。 

２ グローバル・オープン科目は，選択科目又は自由科目に充てることができる。この場合の授業科目お

よび単位数は別に定める。 

（グローバル教育センター設置科目の履修） 

第18条の７ 本大学の学部にグローバル教育センター設置科目を置く。 

２ 別表(1)に掲げるグローバル教育センター設置科目は，必修科目，選択科目又は自由科目に充てること

ができる。この場合の授業科目及び単位数は別に定める。 

（進級に関する規程） 

第19条 学生が各年次所定の授業科目を履修しない場合，又は所定の単位を修得しない場合は，別に定め

る規程により進級することができない。 

２ 進級は，前項と各年次における学修期間1年間を充たしている学生につき，学年度始めに認める。 

第20条 （削除） 

（通信教育課程との単位互換） 

第21条 通信教育課程の修得単位は，大学の通常課程における単位と互に転換することができる。 

２ 前項による場合は，当該学部長の許可を得なければならない。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第21条の２ 短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修につ

いては，教育上有益と認められる場合，教授会の議を経て，本大学における授業科目の履修と見なし卒

業所要単位として単位を与えることができる。与えることができる単位は，別表(10)の通りとする。 

（入学前既修得単位の認定） 

第21条の３ 本大学に入学する前に大学，短期大学，高等専門学校及び短期大学又は高等専門学校の専攻

科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修において履修した授業科目について修得した単位

を，教育上有益と認められる場合，教授会の議を経て，本大学における授業科目の履修により修得した

ものと見なし，転･編入学の場合を除き，卒業所要単位として認めることができる。認めることができる

単位は，別表(10)の通りとする。 

 

（他の大学等における履修単位の認定） 

第21条の４  大学の定めるところによる他の大学又は短期大学において修得した単位は，教授会の議を経

て，本大学における授業科目の履修により修得したものと見なし，卒業所要単位として認めることがで

きる。認めることができる単位は，別表(10)の通りとする。 

（多様なメディアを高度に利用した学修） 

第21条の５  文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を教

室以外の場所で履修することができる。この方法により与えることができる単位は，別表(10)の通りと

する。 

（履修科目登録） 

第22条 学生は，履修しようとする授業科目を毎年所定の期間内に届け出て承認を得なければならない。 

（履修科目の登録の上限） 

第22条の２ 学生が1年間に履修科目として登録できる単位数は，学部の定めるところによる。但し，第3

項及び第24条第1項に定める科目を除き，49単位以下とする（再履修単位を含む）。 

２ 学部は，その定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については，前項

に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

３ 第28条第1項第4号に規定する夏季，冬季及び春季休業日において実施される授業科目について，履修

科目として登録できる単位数は，別に学部の定めるところによる。 

（単位） 

第23条 各授業科目の単位数は，1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成すること

を標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，次

の基準により計算するものとする。 

  (1) 講義及び演習については，15時間から30時間までの範囲で学部の定める授業時間をもって1単位と

する。 

  (2) 実験，実習及び実技については，30時間から45時間までの範囲で学部の定める授業時間をもって1

単位とする。 

  (3) 第1号に規定する授業の方法と前号に規定する授業の方法のうち，二以上の方法の併用により行う

場合については，その組み合わせに応じ，前二号に規定する基準を考慮して学部が定める時間の授

業をもって1単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目については，これらに必要な

学修等を考慮して単位数を定める。 

（教職課程及び資格課程） 

第24条 中学校･高等学校教育職員，司書教諭，司書及び学芸員の資格を得ようとする者，ならびに社会教

育主事・社会教育士を志望する者は，学部学科の専門教育科目の他にそれぞれ定められた授業科目の単

位を修得しなければならない。 

２ 中学校･高等学校教育職員の資格を得るために必要な授業科目は，別表(3)の通りとする。 

３ 司書教諭の資格を得るために必要な授業科目は，別表(4)の通りとする。 
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４ 司書の資格を得るために必要な授業科目は，別表(5)の通りとする。 

５ 学芸員の資格を得るために必要な授業科目は，別表(6)の通りとする。 

６ 社会教育主事・社会教育士を志望するために必要な授業科目は，別表(7)の通りとする。 

７ 教職に関する専門科目の併修により取得できる教育職員免許状の種類及び教科は，別表(8)の通りとす

る。 

 

第３節  試験及び成績評価 

 

（試験） 

第25条 履修した授業科目については，定期の試験を行い，学業成績を考査する。但し，課業の進行によ

り臨時に試験を行うことがある。 

２ 卒業論文試験には，口述試験を行うことがある。 

３ 学費を所定の期日までに納付しない者は，試験を受けることができない。但し，特別の事由により所

定の期日までに納付できない者は，願い出によって許可することがある。 

４ 試験の方法は，別に定める規程による。 

５ 休学又は停学の期間中は試験を受けることができない。 

６ 春学期完了の授業科目を受験し，単位を修得した者が秋学期に休学，退学及び除籍になった場合は当

該受験科目の単位及び成績は認定する。 

７ 第36条の規定により春学期に休学した者，又は第40条の規定により秋学期に復学及び復籍を許可され

た者が秋学期完了の授業科目を受験し，単位を修得した場合，当該受験科目の単位及び成績は認定する。 

（成績評価） 

第26条 学業の成績は，Ｓ，Ａ＋，Ａ，Ａ－，Ｂ＋，Ｂ，Ｂ－，Ｃ＋，Ｃ，Ｃ－，Ｄの11段階で評価する。

なお，成績評価のＳ，Ａ＋，Ａ，Ａ－，Ｂ＋，Ｂ，Ｂ－，Ｃ＋，Ｃ，Ｃ－は合格として所定の単位を与

える。また，成績評価のＤは不合格とする。 

２ 成績評価と素点の関係については，次のとおりとする。 

  (1)Ｓ   100～90点 

  (2)Ａ＋   89～87点 

  (3)Ａ    86～83点 

  (4)Ａ－   82～80点 

  (5)Ｂ＋   79～77点 

  (6)Ｂ    76～73点 

  (7)Ｂ－   72～70点 

  (8)Ｃ＋   69～67点 

  (9)Ｃ    66～63点 

  (10)Ｃ－   62～60点 

  (11)Ｄ     59～0点 

 

３ 第1項の規定にかかわらず，学部の定めるところにより，成績評価を，Ｐは合格として所定の単位を与

え，Ｆは不合格とすることができる。 

４ 第1項の成績評価による学習成果を総合的に判断する指標として，Grade Point Averageを用いること

ができる。 

５ 修得単位認定の評価はＲＲ，留学による外国大学の修得単位認定の評価をＲＳとする。 

６ 前項の規定にかかわらず，第21条の3に定める入学前既修得単位の認定及び第21条の4に定める他の大学等に

おける履修単位の認定に係る成績評価は，学部の定めるところにより，第1項による成績評価を付すことができ

る。 

７ 成績評価は学生に通知する。 

８  成績評価は，学期終了時に確定するものとする。 

 

 

 

 

第４節  学年，学期及び休業日 

 

（学年） 

第27条 本大学の学年は，毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。但し，秋学期に入学した場合の学年

は，毎年9月16日に始まり翌年9月15日に終わる。 

２ 学年は，春学期と秋学期にわけ次の通りとする。但し，教育上必要な場合，総長は，学部長会議の議

を経て，春学期の終了日及び秋学期の開始日を変更することができる。 

 春学期 4月1日より9月15日まで 

 秋学期 9月16日より翌年3月31日まで 

３ 前項に定める各学期をそれぞれ前半及び後半に分けることができるものとする。 

（休業日） 

第28条 休業日は，次の通りとする。 

 (1) 日曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

 (3) 法政大学創立記念日     4月10日 

 (4) 夏季，冬季及び春季休業日については別に定める。 

２ （削除） 

３ 総長は，必要がある場合，第１項の休業日を臨時に変更し，又は臨時に休業日を定めることができる。 

４ 休業日の変更又は臨時の休業日については，そのつど公示する。 

５ 第1項の規定にかかわらず，教育上必要がある場合は，休業日に授業等を行うことがある。 

６ 夏季休業，春季休業の期間に特別授業期間を設けることができる。 
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４ 司書の資格を得るために必要な授業科目は，別表(5)の通りとする。 

５ 学芸員の資格を得るために必要な授業科目は，別表(6)の通りとする。 

６ 社会教育主事・社会教育士を志望するために必要な授業科目は，別表(7)の通りとする。 

７ 教職に関する専門科目の併修により取得できる教育職員免許状の種類及び教科は，別表(8)の通りとす

る。 

 

第３節  試験及び成績評価 

 

（試験） 

第25条 履修した授業科目については，定期の試験を行い，学業成績を考査する。但し，課業の進行によ

り臨時に試験を行うことがある。 

２ 卒業論文試験には，口述試験を行うことがある。 

３ 学費を所定の期日までに納付しない者は，試験を受けることができない。但し，特別の事由により所

定の期日までに納付できない者は，願い出によって許可することがある。 

４ 試験の方法は，別に定める規程による。 

５ 休学又は停学の期間中は試験を受けることができない。 

６ 春学期完了の授業科目を受験し，単位を修得した者が秋学期に休学，退学及び除籍になった場合は当

該受験科目の単位及び成績は認定する。 

７ 第36条の規定により春学期に休学した者，又は第40条の規定により秋学期に復学及び復籍を許可され

た者が秋学期完了の授業科目を受験し，単位を修得した場合，当該受験科目の単位及び成績は認定する。 

（成績評価） 

第26条 学業の成績は，Ｓ，Ａ＋，Ａ，Ａ－，Ｂ＋，Ｂ，Ｂ－，Ｃ＋，Ｃ，Ｃ－，Ｄの11段階で評価する。

なお，成績評価のＳ，Ａ＋，Ａ，Ａ－，Ｂ＋，Ｂ，Ｂ－，Ｃ＋，Ｃ，Ｃ－は合格として所定の単位を与

える。また，成績評価のＤは不合格とする。 

２ 成績評価と素点の関係については，次のとおりとする。 

  (1)Ｓ   100～90点 

  (2)Ａ＋   89～87点 

  (3)Ａ    86～83点 

  (4)Ａ－   82～80点 

  (5)Ｂ＋   79～77点 

  (6)Ｂ    76～73点 

  (7)Ｂ－   72～70点 

  (8)Ｃ＋   69～67点 

  (9)Ｃ    66～63点 

  (10)Ｃ－   62～60点 

  (11)Ｄ     59～0点 

 

３ 第1項の規定にかかわらず，学部の定めるところにより，成績評価を，Ｐは合格として所定の単位を与

え，Ｆは不合格とすることができる。 

４ 第1項の成績評価による学習成果を総合的に判断する指標として，Grade Point Averageを用いること

ができる。 

５ 修得単位認定の評価はＲＲ，留学による外国大学の修得単位認定の評価をＲＳとする。 

６ 前項の規定にかかわらず，第21条の3に定める入学前既修得単位の認定及び第21条の4に定める他の大学等に

おける履修単位の認定に係る成績評価は，学部の定めるところにより，第1項による成績評価を付すことができ

る。 

７ 成績評価は学生に通知する。 

８  成績評価は，学期終了時に確定するものとする。 

 

 

 

 

第４節  学年，学期及び休業日 

 

（学年） 

第27条 本大学の学年は，毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。但し，秋学期に入学した場合の学年

は，毎年9月16日に始まり翌年9月15日に終わる。 

２ 学年は，春学期と秋学期にわけ次の通りとする。但し，教育上必要な場合，総長は，学部長会議の議

を経て，春学期の終了日及び秋学期の開始日を変更することができる。 

 春学期 4月1日より9月15日まで 

 秋学期 9月16日より翌年3月31日まで 

３ 前項に定める各学期をそれぞれ前半及び後半に分けることができるものとする。 

（休業日） 

第28条 休業日は，次の通りとする。 

 (1) 日曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

 (3) 法政大学創立記念日     4月10日 

 (4) 夏季，冬季及び春季休業日については別に定める。 

２ （削除） 

３ 総長は，必要がある場合，第１項の休業日を臨時に変更し，又は臨時に休業日を定めることができる。 

４ 休業日の変更又は臨時の休業日については，そのつど公示する。 

５ 第1項の規定にかかわらず，教育上必要がある場合は，休業日に授業等を行うことがある。 

６ 夏季休業，春季休業の期間に特別授業期間を設けることができる。 
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第５節  入学，転籍，転部，留学，休学，退学，復学，除籍及び復籍 

 

（入学） 

第29条 本大学の入学期は，毎学年の初めとする。  

２ 前項の規定による秋学期の入学は，グローバル教養学部及び第14条の２の規定により英語による授業

等により学位を取得することが可能な教育課程において実施する。なお，秋学期入学者の取扱について

は別に定める。 

３ 本大学に入学を志願する者は，所定の手続きを行い入学試験を受けなければならない。 

４ 第30条第1項各号の一に該当し，かつ本大学所定の入学試験に合格した者について，教授会の議を経て，

総長が入学を許可する。 

（入学資格） 

第30条 本大学に入学できる者は，次の資格を有する者とする。 

 (1) 高等学校卒業者 

 (2) 中等教育学校を卒業した者 

  (3) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 

   (4) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指

定した者 

     (5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課

程を修了した者 

     (6) 専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る）で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

  (8) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（大学入学資格検

定に合格した者を含む） 

     (9) その他本大学において，相当の年齢に達し，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者 

（転･編入学） 

第31条 第2･3学年においては，転･編入学志願者に試験を行い，転･編入学を許可することがある。 

２ 本大学に転･編入学できる者は，次の資格を有する者とする。 

  (1) 学士の学位を有する者 

  (2) 大学において相当年次の課程を修了した者 

  (3) 短期大学及び高等専門学校を卒業した者 

 (4) 外国において相当年次の課程を修了した者 

(5) 専修学校の専門課程のうち，文部科学大臣の定める基準を満たす課程を修了した者 

    (6) （削除） 

(7) 高等学校専攻科（修業年限が2年以上であること，その他の文部科学大臣が定める基準を満たすも

 

のに限る）を修了した者 

３ 転･編入学の可否は，教授会の議を経て，総長が決定する。 

４ 転･編入学に関する規程は別に定める。 

（転籍） 

第32条 本大学の通常課程と通信教育課程の間には，別に定める規程により相互に転籍を願い出ることが

できる。 

２ 転籍の可否は，教授会の議を経て，総長が決定する。 

第33条 （削除） 

（転部・転科） 

第34条 本大学の学生で他の学部，学科へ転部，転科を願い出る者は，選考の上許可することができる。 

２ 転部，転科の可否は，教授会の議を経て，総長が決定する。 

３ 転部，転科に関する規程は別に定める。 

（留学） 

第35条 本大学の定めに従って外国の大学で学修を志願する者は，学部長の許可を得て留学することがで

きる。 

２ 前項の許可を得て留学した在学期間のうち，1ヵ年に限り本大学における修業年限に含めることができ

る。但し，文学部英文学科，経済学部，経営学部，社会学部，人間環境学部，キャリアデザイン学部，

デザイン工学部，理工学部，生命科学部及びスポーツ健康学部については1.5ヵ年（文学部英文学科，経

済学部及び経営学部については1.5ヵ年のうち0.5ヵ年はスタディ・アブロード・プログラムに限る），

国際文化学部，現代福祉学部及びグローバル教養学部については2ヵ年に限り本大学における修業年限に

含めることができる。 

３ 許可を得て留学した者が，外国の大学で履修した授業科目について修得した単位は，教授会の議に基

づき卒業所要単位として認めることができる。認めることができる単位は，別表(10)の通りとする。 

（休学） 

第36条 病気その他止むを得ない事由により休学しようとする者は，保証人連署の休学願を提出し，教授

会の議を経て，総長の許可を受けなければならない。 

２ 休学期間は在学年数に算入することはできない。 

３  休学は年間休学，春学期休学及び秋学期休学にかかわらず，当該年度限りとする。引き続き休学を要

する者は，改めて願い出たうえ，連続して2年に限り許可を受けたうえで休学することができる。但し，

外国人留学生が，母国において兵役義務によって休学する場合については別に定める。  

４ 休学期間は通算して4年を超えることはできない。なお，春学期休学及び秋学期休学は0.5年として計

算する。 

５ 休学者は，学期の始めでなければ復することができない。 

第36条の２  （削除） 

（休学期間中の学修） 

第36条の３ 休学期間中は本学での科目履修は認めない。 

資料－（16）



 

第５節  入学，転籍，転部，留学，休学，退学，復学，除籍及び復籍 

 

（入学） 

第29条 本大学の入学期は，毎学年の初めとする。  

２ 前項の規定による秋学期の入学は，グローバル教養学部及び第14条の２の規定により英語による授業

等により学位を取得することが可能な教育課程において実施する。なお，秋学期入学者の取扱について

は別に定める。 

３ 本大学に入学を志願する者は，所定の手続きを行い入学試験を受けなければならない。 

４ 第30条第1項各号の一に該当し，かつ本大学所定の入学試験に合格した者について，教授会の議を経て，

総長が入学を許可する。 

（入学資格） 

第30条 本大学に入学できる者は，次の資格を有する者とする。 

 (1) 高等学校卒業者 

 (2) 中等教育学校を卒業した者 

  (3) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 

   (4) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指

定した者 

     (5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課

程を修了した者 

     (6) 専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る）で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

  (8) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（大学入学資格検

定に合格した者を含む） 

     (9) その他本大学において，相当の年齢に達し，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者 

（転･編入学） 

第31条 第2･3学年においては，転･編入学志願者に試験を行い，転･編入学を許可することがある。 

２ 本大学に転･編入学できる者は，次の資格を有する者とする。 

  (1) 学士の学位を有する者 

  (2) 大学において相当年次の課程を修了した者 

  (3) 短期大学及び高等専門学校を卒業した者 

 (4) 外国において相当年次の課程を修了した者 

(5) 専修学校の専門課程のうち，文部科学大臣の定める基準を満たす課程を修了した者 

    (6) （削除） 

(7) 高等学校専攻科（修業年限が2年以上であること，その他の文部科学大臣が定める基準を満たすも

 

のに限る）を修了した者 

３ 転･編入学の可否は，教授会の議を経て，総長が決定する。 

４ 転･編入学に関する規程は別に定める。 

（転籍） 

第32条 本大学の通常課程と通信教育課程の間には，別に定める規程により相互に転籍を願い出ることが

できる。 

２ 転籍の可否は，教授会の議を経て，総長が決定する。 

第33条 （削除） 

（転部・転科） 

第34条 本大学の学生で他の学部，学科へ転部，転科を願い出る者は，選考の上許可することができる。 

２ 転部，転科の可否は，教授会の議を経て，総長が決定する。 

３ 転部，転科に関する規程は別に定める。 

（留学） 

第35条 本大学の定めに従って外国の大学で学修を志願する者は，学部長の許可を得て留学することがで

きる。 

２ 前項の許可を得て留学した在学期間のうち，1ヵ年に限り本大学における修業年限に含めることができ

る。但し，文学部英文学科，経済学部，経営学部，社会学部，人間環境学部，キャリアデザイン学部，

デザイン工学部，理工学部，生命科学部及びスポーツ健康学部については1.5ヵ年（文学部英文学科，経

済学部及び経営学部については1.5ヵ年のうち0.5ヵ年はスタディ・アブロード・プログラムに限る），

国際文化学部，現代福祉学部及びグローバル教養学部については2ヵ年に限り本大学における修業年限に

含めることができる。 

３ 許可を得て留学した者が，外国の大学で履修した授業科目について修得した単位は，教授会の議に基

づき卒業所要単位として認めることができる。認めることができる単位は，別表(10)の通りとする。 

（休学） 

第36条 病気その他止むを得ない事由により休学しようとする者は，保証人連署の休学願を提出し，教授

会の議を経て，総長の許可を受けなければならない。 

２ 休学期間は在学年数に算入することはできない。 

３  休学は年間休学，春学期休学及び秋学期休学にかかわらず，当該年度限りとする。引き続き休学を要

する者は，改めて願い出たうえ，連続して2年に限り許可を受けたうえで休学することができる。但し，

外国人留学生が，母国において兵役義務によって休学する場合については別に定める。  

４ 休学期間は通算して4年を超えることはできない。なお，春学期休学及び秋学期休学は0.5年として計

算する。 

５ 休学者は，学期の始めでなければ復することができない。 

第36条の２  （削除） 

（休学期間中の学修） 

第36条の３ 休学期間中は本学での科目履修は認めない。 
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２ 他の大学等もしくは大学以外の教育施設等における学修または外国の大学等での学修を理由とする休

学願が，事前に，教授会の議を経て，特段の理由をもって，総長に許可された場合には，第21条の２も

しくは第21条の４または第35条第3項を準用し，本学の単位として認定することがある。但し，当該休学

期間は在学年数には算入しない。 

３ 前項の休学期間中の学修に関する手続き等については別に定める。 

（退学） 

第37条  病気その他止むを得ない事由で退学しようとする者は，保証人連署の退学願を提出し，教授会の

議を経て，総長の許可を受けなければならない。 

２ 退学の日付は，教授会の議により，総長に許可された退学日とする。但し，死亡による退学は，死亡

日をもって退学日とする。 

（休学及び退学命令） 

第38条 学校医が健康上の理由により修学が不適当と認めた者に対しては，教授会の議を経て，総長が休

学，又は退学を命ずることができる。 

（除籍） 

第39条  次の各号の一つに該当する者は，教授会の議を経て，総長が除籍する。 

  (1) 授業料等を所定の期日までに納入しない者 

  (2) 第13条の在学年限を超えた者 

  (3) 第36条第4項の休学期間を超えた者 

  (4)（削除） 

  (5) 新入生で指定された期限までに学生証の未受領，履修届を提出しない等，本大学において修学す

る意志がないと認められる者 

２  授業料等を所定の期日までに納入しない者の除籍の日付については，春学期未納は春学期の始めの日，

秋学期未納は秋学期の始めの日とする。 

３  在学年限を超えた者の除籍の日付については，満期となった期の最終日とする。但し，教育課程の編

成上，やむを得ない場合においては，満期となった年度の最終日とすることができる。 

（復学及び復籍） 

第40条 退学した者及び第39条第1号により除籍された者が，保証人連署の上復学及び復籍を願い出たとき

は，教授会の議を経て，総長がこれを許可することができる。 

２  復学及び復籍の時期は学年の始め又は秋学期の始めとする。 

３ （削除） 

 

第６節  学    費 

 

（学費） 

第41条 授業料，入学金，実験実習料，教育充実費，休学在籍料，再入学金及び検定料は別表(9)の通り定

める。 

 

２ 本大学に入学を許可された者は，入学手続きと同時に授業料，入学金，実験実習料，教育充実費及び

諸会費を納入しなければならない。 

３ 当該年度の学費の決定は4月1日をもって行い，当該年度途中での変更は行わない。但し，秋学期に入

学した者の1年間の学費の決定は，9月16日をもって行う。 

４  授業料，実験実習料及び教育充実費は，2期に分け半額宛を4月末日及び9月末日までに納入しなければ

ならない。但し，事情によっては，総長が延納を認めることができる。 

５ 在学中，第19条及びその他の事情により進級できなかった者の授業料，実験実習料及び教育充実費に

ついては，原則として該当者の入学年度に定められたものを適用する。但し，諸会費については当該年

次として定められたものを納入しなければならない。 

６ 第4年次終了までに卒業所要単位を修得できなかった者については，該当者の入学年度に定められた授

業料，実験実習料及び教育充実費を納入しなければならない。また，諸会費については当該年次として

定められたものを納入しなければならない。但し，4年次に1年間在学した者で，卒業所要単位における

未修得科目24単位以内の者の年間授業料は半額とする。 

７ 第49条第2項及び第6項の規定により学年末に学位を授与された場合は，第2期分の学費は徴収しない。 

８ 第2年次以降の諸会費は，第1期分授業料と同時に納入しなければならない。 

９  教職課程及び資格課程を履修する者は，別に定める教職課程費，理科実験料及び資格課程費を納入し

なければならない。 

10 休学を許可された者は，別表(9)の休学在籍料を納入するものとし，休学該当期間の授業料，実験実習

料及び教育充実費の納入を要しない。また，休学を許可された者についての諸会費の取扱は以下の各号

のとおりとする。 

(1)年間休学を許可された者は，入会金を除き，原則として諸会費の納入を要しない。 

(2)春学期休学又は秋学期休学を許可された者，あるいは春学期休学に引き続き秋学期休学を許可され

た者は，原則として諸会費の納入を要する。 

11 前項の規定にかかわらず，入学（転籍，転・編入学，学士入学，復学及び復籍を含む）した当該学期

に休学した場合は，休学該当期間のうち，入学した当該学期における授業料，実験実習料，教育充実費

及び諸会費の納入を要する。但し，休学在籍料については，休学該当期間のうち，入学した当該学期の

納入は要さない。 

12 退学者が復学を，又は除籍された者が復籍を許可されたときは，別表(9)の再入学金を納入しなければ

ならない。 

13 復学・復籍する者の授業料，実験実習料，教育充実費及び諸会費は，該当年次として定められたもの

を適用する。 

14 科目等履修生は，別表(9)の登録料及び履修料等を納入しなければならない。 

15 一旦納入した学費その他は還付しない。 

16  留学中の本大学の授業料等は納入しなければならない。 

17  スタディ･アブロードに関する費用等については別に定める。 

18 諸会費のうち校友会費については，第5項，第6項，第8項及び第10項の規定にかかわらず，4年次に進
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２ 他の大学等もしくは大学以外の教育施設等における学修または外国の大学等での学修を理由とする休

学願が，事前に，教授会の議を経て，特段の理由をもって，総長に許可された場合には，第21条の２も

しくは第21条の４または第35条第3項を準用し，本学の単位として認定することがある。但し，当該休学

期間は在学年数には算入しない。 

３ 前項の休学期間中の学修に関する手続き等については別に定める。 

（退学） 

第37条  病気その他止むを得ない事由で退学しようとする者は，保証人連署の退学願を提出し，教授会の

議を経て，総長の許可を受けなければならない。 

２ 退学の日付は，教授会の議により，総長に許可された退学日とする。但し，死亡による退学は，死亡

日をもって退学日とする。 

（休学及び退学命令） 

第38条 学校医が健康上の理由により修学が不適当と認めた者に対しては，教授会の議を経て，総長が休

学，又は退学を命ずることができる。 

（除籍） 

第39条  次の各号の一つに該当する者は，教授会の議を経て，総長が除籍する。 

  (1) 授業料等を所定の期日までに納入しない者 

  (2) 第13条の在学年限を超えた者 

  (3) 第36条第4項の休学期間を超えた者 

  (4)（削除） 

  (5) 新入生で指定された期限までに学生証の未受領，履修届を提出しない等，本大学において修学す

る意志がないと認められる者 

２  授業料等を所定の期日までに納入しない者の除籍の日付については，春学期未納は春学期の始めの日，

秋学期未納は秋学期の始めの日とする。 

３  在学年限を超えた者の除籍の日付については，満期となった期の最終日とする。但し，教育課程の編

成上，やむを得ない場合においては，満期となった年度の最終日とすることができる。 

（復学及び復籍） 

第40条 退学した者及び第39条第1号により除籍された者が，保証人連署の上復学及び復籍を願い出たとき

は，教授会の議を経て，総長がこれを許可することができる。 

２  復学及び復籍の時期は学年の始め又は秋学期の始めとする。 

３ （削除） 

 

第６節  学    費 

 

（学費） 

第41条 授業料，入学金，実験実習料，教育充実費，休学在籍料，再入学金及び検定料は別表(9)の通り定

める。 

 

２ 本大学に入学を許可された者は，入学手続きと同時に授業料，入学金，実験実習料，教育充実費及び

諸会費を納入しなければならない。 

３ 当該年度の学費の決定は4月1日をもって行い，当該年度途中での変更は行わない。但し，秋学期に入

学した者の1年間の学費の決定は，9月16日をもって行う。 

４  授業料，実験実習料及び教育充実費は，2期に分け半額宛を4月末日及び9月末日までに納入しなければ

ならない。但し，事情によっては，総長が延納を認めることができる。 

５ 在学中，第19条及びその他の事情により進級できなかった者の授業料，実験実習料及び教育充実費に

ついては，原則として該当者の入学年度に定められたものを適用する。但し，諸会費については当該年

次として定められたものを納入しなければならない。 

６ 第4年次終了までに卒業所要単位を修得できなかった者については，該当者の入学年度に定められた授

業料，実験実習料及び教育充実費を納入しなければならない。また，諸会費については当該年次として

定められたものを納入しなければならない。但し，4年次に1年間在学した者で，卒業所要単位における

未修得科目24単位以内の者の年間授業料は半額とする。 

７ 第49条第2項及び第6項の規定により学年末に学位を授与された場合は，第2期分の学費は徴収しない。 

８ 第2年次以降の諸会費は，第1期分授業料と同時に納入しなければならない。 

９  教職課程及び資格課程を履修する者は，別に定める教職課程費，理科実験料及び資格課程費を納入し

なければならない。 

10 休学を許可された者は，別表(9)の休学在籍料を納入するものとし，休学該当期間の授業料，実験実習

料及び教育充実費の納入を要しない。また，休学を許可された者についての諸会費の取扱は以下の各号

のとおりとする。 

(1)年間休学を許可された者は，入会金を除き，原則として諸会費の納入を要しない。 

(2)春学期休学又は秋学期休学を許可された者，あるいは春学期休学に引き続き秋学期休学を許可され

た者は，原則として諸会費の納入を要する。 

11 前項の規定にかかわらず，入学（転籍，転・編入学，学士入学，復学及び復籍を含む）した当該学期

に休学した場合は，休学該当期間のうち，入学した当該学期における授業料，実験実習料，教育充実費

及び諸会費の納入を要する。但し，休学在籍料については，休学該当期間のうち，入学した当該学期の

納入は要さない。 

12 退学者が復学を，又は除籍された者が復籍を許可されたときは，別表(9)の再入学金を納入しなければ

ならない。 

13 復学・復籍する者の授業料，実験実習料，教育充実費及び諸会費は，該当年次として定められたもの

を適用する。 

14 科目等履修生は，別表(9)の登録料及び履修料等を納入しなければならない。 

15 一旦納入した学費その他は還付しない。 

16  留学中の本大学の授業料等は納入しなければならない。 

17  スタディ･アブロードに関する費用等については別に定める。 

18 諸会費のうち校友会費については，第5項，第6項，第8項及び第10項の規定にかかわらず，4年次に進

資料－（19）



 

級した最初の年度の第1期分授業料と同時に納入しなければならない。 

19 別表(1)のグローバル教育センター設置科目のうち，日本語教育プログラムの科目を履修するにあたっ

ての受講料の取扱いについては別表(9)に定める。 

（転・編入学及び転籍等に関する学費） 

第41条の２  転・編入学及び転籍等に関する授業料，入学金，実験実習料，教育充実費及び検定料は前条

の他次の通り定める。 

     (1) 転・編入学を許可された者は，当該年度入学金を納入しなければならない。なお，授業料，実験実習

料及び教育充実費については，転・編入学した年次の通常進級者の入学年度に定められたものを適用

する。また，諸会費については該当年次として定められたものを納入しなければならない。 

     (2) 学士入学を許可された者は，当該年度の入学金を納入しなければならない。なお，授業料，実験実習

料及び教育充実費については，入学する年次の通常進級者の入学年度に定められたものを適用する。

また，諸会費については該当年次として定められたものを納入しなければならない。但し，本学卒業

生にして学士入学する者の入学金は，当該年度の半額とする。 

     (3) （削除） 

     (4) 通信教育の課程から通常の課程への転籍を許可された者は，当該年度の入学金を納入しなければなら

ない。なお，授業料，実験実習料及び教育充実費については，転籍した年次の通常進級者の入学年度

に定められたものを適用する。また，諸会費については該当年次として定められたものを納入しなけ

ればならない。 

 (5) 本大学の学生で他の学部，学科へ転部，転科を許可された者の授業料，実験実習料及び教育充実費

については，転部，転科を許可された学部，学科における当該学生の本学への入学年度に定められた

ものを適用する。 

 

第７節  特 別 学 生 

 

（科目等履修生） 

第42条 総長は，科目等履修生の入学を教授会の議を経て許可することがある。但し，科目等履修生の事

項については，別に定める。 

（特別研修生） 

第42条の２  総長は，特別研修生の入学を教授会の議を経て許可することがある。但し，特別研修生の事

項については，別に定める。 

（特別聴講生） 

第42条の３  総長は，特別聴講生の履修を教授会の議を経て許可することがある。但し，特別聴講生の事

項については，別に定める。 

（交流学生） 

第42条の４  総長は，協定に基づく他大学の学生を交流学生とし，その入学を教授会の議を経て許可する

ことがある。但し，交流学生の事項については，別に定める。 

 

（交換留学生） 

第42条の５ 総長は，外国の大学からの協定に基づく交換留学生の受入れを教授会の議を経て許可するこ

とがある。但し，交換留学生の事項については，別に定める。 

（履修証明プログラム生） 

第42条の６ 総長は，履修証明プログラム生の履修を許可することがある。但し，履修証明プログラム生

の事項については，別に定める。 

第43条（削除) 

第44条（削除) 

第45条（削除) 

第46条（削除) 

２  (削除) 

３  (削除) 

（外国人受入れ） 

第47条 総長は，本大学に入学資格のある外国人で，本邦所在の外国公館の証明書が履修登録期間まであ

る者は，定員に余裕のある限り，選考の上，入学を許可することができる。履修を許可する科目数につ

いては，別に定める。 

（学則の準用） 

第48条 別段の定めがない限り，本学則は，科目等履修生，特別研修生，特別聴講生，交流学生，交換留

学生，履修証明プログラム生に準用する。 

 

第８節  卒 業 ･ 学 位 

 

（学位の授与） 

第49条 総長は，4ヵ年以上在学し，卒業所要単位を修得した者には，学士の学位を与え学位記を授与する。 

２ 前項の卒業の要件を充たした者の学位記授与は学年末に行う。但し，本人の申請により春学期末に行

うことができる。 

３ 前項の規定にかかわらず，秋学期に入学し，第1項の卒業の要件を充たした者の学位記授与は春学期末

に行う。但し，本人の申請により秋学期末に行うことができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず，総長は，3ヵ年以上在学し，卒業所要単位を優秀な成績で修得した者には

学士の学位を与え，学位記を授与することができる。 

５ 前項の早期卒業に関する要件は別に定める。 

６ 前五項における卒業の確定日は，学年末は3月24日とし，春学期末は9月15日とする。 

（学位） 

第50条 前条の学位は，卒業学部・学科により次の通りとする。 

法学部卒業 学士（法学） 

文学部卒業 学士（文学） 
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級した最初の年度の第1期分授業料と同時に納入しなければならない。 

19 別表(1)のグローバル教育センター設置科目のうち，日本語教育プログラムの科目を履修するにあたっ

ての受講料の取扱いについては別表(9)に定める。 

（転・編入学及び転籍等に関する学費） 

第41条の２  転・編入学及び転籍等に関する授業料，入学金，実験実習料，教育充実費及び検定料は前条

の他次の通り定める。 

     (1) 転・編入学を許可された者は，当該年度入学金を納入しなければならない。なお，授業料，実験実習

料及び教育充実費については，転・編入学した年次の通常進級者の入学年度に定められたものを適用

する。また，諸会費については該当年次として定められたものを納入しなければならない。 

     (2) 学士入学を許可された者は，当該年度の入学金を納入しなければならない。なお，授業料，実験実習

料及び教育充実費については，入学する年次の通常進級者の入学年度に定められたものを適用する。

また，諸会費については該当年次として定められたものを納入しなければならない。但し，本学卒業

生にして学士入学する者の入学金は，当該年度の半額とする。 

     (3) （削除） 

     (4) 通信教育の課程から通常の課程への転籍を許可された者は，当該年度の入学金を納入しなければなら

ない。なお，授業料，実験実習料及び教育充実費については，転籍した年次の通常進級者の入学年度

に定められたものを適用する。また，諸会費については該当年次として定められたものを納入しなけ

ればならない。 

 (5) 本大学の学生で他の学部，学科へ転部，転科を許可された者の授業料，実験実習料及び教育充実費

については，転部，転科を許可された学部，学科における当該学生の本学への入学年度に定められた

ものを適用する。 

 

第７節  特 別 学 生 

 

（科目等履修生） 

第42条 総長は，科目等履修生の入学を教授会の議を経て許可することがある。但し，科目等履修生の事

項については，別に定める。 

（特別研修生） 

第42条の２  総長は，特別研修生の入学を教授会の議を経て許可することがある。但し，特別研修生の事

項については，別に定める。 

（特別聴講生） 

第42条の３  総長は，特別聴講生の履修を教授会の議を経て許可することがある。但し，特別聴講生の事

項については，別に定める。 

（交流学生） 

第42条の４  総長は，協定に基づく他大学の学生を交流学生とし，その入学を教授会の議を経て許可する

ことがある。但し，交流学生の事項については，別に定める。 

 

（交換留学生） 

第42条の５ 総長は，外国の大学からの協定に基づく交換留学生の受入れを教授会の議を経て許可するこ

とがある。但し，交換留学生の事項については，別に定める。 

（履修証明プログラム生） 

第42条の６ 総長は，履修証明プログラム生の履修を許可することがある。但し，履修証明プログラム生

の事項については，別に定める。 

第43条（削除) 

第44条（削除) 

第45条（削除) 

第46条（削除) 

２  (削除) 

３  (削除) 

（外国人受入れ） 

第47条 総長は，本大学に入学資格のある外国人で，本邦所在の外国公館の証明書が履修登録期間まであ

る者は，定員に余裕のある限り，選考の上，入学を許可することができる。履修を許可する科目数につ

いては，別に定める。 

（学則の準用） 

第48条 別段の定めがない限り，本学則は，科目等履修生，特別研修生，特別聴講生，交流学生，交換留

学生，履修証明プログラム生に準用する。 

 

第８節  卒 業 ･ 学 位 

 

（学位の授与） 

第49条 総長は，4ヵ年以上在学し，卒業所要単位を修得した者には，学士の学位を与え学位記を授与する。 

２ 前項の卒業の要件を充たした者の学位記授与は学年末に行う。但し，本人の申請により春学期末に行

うことができる。 

３ 前項の規定にかかわらず，秋学期に入学し，第1項の卒業の要件を充たした者の学位記授与は春学期末

に行う。但し，本人の申請により秋学期末に行うことができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず，総長は，3ヵ年以上在学し，卒業所要単位を優秀な成績で修得した者には

学士の学位を与え，学位記を授与することができる。 

５ 前項の早期卒業に関する要件は別に定める。 

６ 前五項における卒業の確定日は，学年末は3月24日とし，春学期末は9月15日とする。 

（学位） 

第50条 前条の学位は，卒業学部・学科により次の通りとする。 

法学部卒業 学士（法学） 

文学部卒業 学士（文学） 
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経済学部卒業 学士（経済学） 

社会学部卒業 学士（社会学） 

経営学部卒業 学士（経営学） 

国際文化学部卒業 学士（国際文化学） 

人間環境学部卒業 学士（人間環境学） 

現代福祉学部  

 福祉コミュニティ学科卒業 学士（社会福祉学） 

 臨床心理学科卒業 学士（臨床心理学） 

情報科学部卒業 学士（理学） 

キャリアデザイン学部卒業 学士（キャリアデザイン） 

デザイン工学部卒業 学士（工学） 

理工学部卒業 学士（理工学） 

生命科学部  

 生命機能学科卒業 学士（生命科学） 

 環境応用化学科卒業 学士（理学） 

 応用植物科学科卒業 学士（生命科学） 

グローバル教養学部卒業 学士（国際教養学） 

スポーツ健康学部卒業 学士（スポーツ健康学） 

 

 

第９節  公開講座及び履修証明プログラム 

 

（公開講座） 

第51条 本大学は，学部所在地，又はその他の地区において，適当な時期に公開講座を開講する。但し，

公開講座に関する規程は別に定める。 

（履修証明プログラム） 

第51条の２ 本大学は，学校教育法第105条に規定する特別の課程として履修証明プログラムを開設する。 

 

第１０節  賞   罰 

 

（授賞） 

第52条 人物及び学術が優れた者には授賞することがある。 

２ 授賞に関する規程は別に定める。 

（懲戒） 

第53条 学則又は命令に背き，その他学生の本分に悖ると認めた者は，教授会の議を経て総長がこれを懲

戒する。 

 

２  懲戒は，譴責，停学，退学の3種とする。 

３ 前二項の懲戒に関し，必要な事項は別に定める。 

第53条の２ （削除） 

 

 

第４章   学 生 心 得 

 

（学生心得） 

第54条 学生は，本大学創設の目的使命を達成するため，次の事項を守らなければならない。 

  (1) 学生は，個人の尊厳を重んじ，知徳を錬磨して人格の完成をめざすこと。 

  (2) 学生は，真理と自由を愛すると共に，責任を重んじ謙虚な態度を以て行動すること。 

  (3) 学生は，自主的精神を養うと共に，自他の敬愛と協力によって，本大学の学風を振作する。 

  (4) 学生は，良識ある公民としての政治的教養を修め，平和的国家及び社会の形成者となること。 

  (5) 学生は，諸規則及び命令を守り，醇風良俗を守ること。 

 

 

第５章   大 学 評 価 

 

（自己点検・評価） 

第55条 本大学は，その教育研究水準の向上を図り，第1条の目的を達成するため，教育研究活動等の状況

について，自ら点検および評価を行う。 

２ 前項の点検および評価に関する事項は，別に定める。 

（認証評価） 

第56条 本大学は，前条に規定する措置に加え，本大学の教育研究活動等の総合的な状況について，政令

で定める期間ごとに，文部科学大臣の認証を受けた評価機関による評価を受けるものとする。 
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経済学部卒業 学士（経済学） 

社会学部卒業 学士（社会学） 

経営学部卒業 学士（経営学） 

国際文化学部卒業 学士（国際文化学） 

人間環境学部卒業 学士（人間環境学） 

現代福祉学部  

 福祉コミュニティ学科卒業 学士（社会福祉学） 

 臨床心理学科卒業 学士（臨床心理学） 

情報科学部卒業 学士（理学） 

キャリアデザイン学部卒業 学士（キャリアデザイン） 

デザイン工学部卒業 学士（工学） 

理工学部卒業 学士（理工学） 

生命科学部  

 生命機能学科卒業 学士（生命科学） 

 環境応用化学科卒業 学士（理学） 

 応用植物科学科卒業 学士（生命科学） 

グローバル教養学部卒業 学士（国際教養学） 

スポーツ健康学部卒業 学士（スポーツ健康学） 

 

 

第９節  公開講座及び履修証明プログラム 

 

（公開講座） 

第51条 本大学は，学部所在地，又はその他の地区において，適当な時期に公開講座を開講する。但し，

公開講座に関する規程は別に定める。 

（履修証明プログラム） 

第51条の２ 本大学は，学校教育法第105条に規定する特別の課程として履修証明プログラムを開設する。 

 

第１０節  賞   罰 

 

（授賞） 

第52条 人物及び学術が優れた者には授賞することがある。 

２ 授賞に関する規程は別に定める。 

（懲戒） 

第53条 学則又は命令に背き，その他学生の本分に悖ると認めた者は，教授会の議を経て総長がこれを懲

戒する。 

 

２  懲戒は，譴責，停学，退学の3種とする。 

３ 前二項の懲戒に関し，必要な事項は別に定める。 

第53条の２ （削除） 

 

 

第４章   学 生 心 得 

 

（学生心得） 

第54条 学生は，本大学創設の目的使命を達成するため，次の事項を守らなければならない。 

  (1) 学生は，個人の尊厳を重んじ，知徳を錬磨して人格の完成をめざすこと。 

  (2) 学生は，真理と自由を愛すると共に，責任を重んじ謙虚な態度を以て行動すること。 

  (3) 学生は，自主的精神を養うと共に，自他の敬愛と協力によって，本大学の学風を振作する。 

  (4) 学生は，良識ある公民としての政治的教養を修め，平和的国家及び社会の形成者となること。 

  (5) 学生は，諸規則及び命令を守り，醇風良俗を守ること。 

 

 

第５章   大 学 評 価 

 

（自己点検・評価） 

第55条 本大学は，その教育研究水準の向上を図り，第1条の目的を達成するため，教育研究活動等の状況

について，自ら点検および評価を行う。 

２ 前項の点検および評価に関する事項は，別に定める。 

（認証評価） 

第56条 本大学は，前条に規定する措置に加え，本大学の教育研究活動等の総合的な状況について，政令

で定める期間ごとに，文部科学大臣の認証を受けた評価機関による評価を受けるものとする。 
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